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●話を聞いてもらいたい・相談に乗ってもらいたい

こんな悩みがありませんか？

ボランティアや生活支援相談員が、
仮設住宅にお住まいのみなさまの支援を開始しております。

ボランティアや生活支援相談員に
応援を求めてください

ちょっとした困りごと、頼みごとも生活支援相談員や、　ボランティアの方にぜひご相談ください。
解決できることもたくさんありますよ。

あなたの近くに困っている人はいませんか？ 近所に住んでいる

からこそ気が付くことがきっとあります。自分だけで手を貸して

あげることが難しいときにはボランティアセンターに応援を

求めてください。私もその人の力になれるかもしれません。

● 「生活支援相談員」が仮設住宅をご訪問し、さまざまな相談に乗ります。
お気軽に最寄りの市町村社会福祉協議会までお問い合わせください。

● NPOやボランティア団体が、みなさまの見守り活動をしたり、
生活環境の改善に取り組んでいきます。

岩手県社協ボランティア・市民活動センター 019-637-7594
宮城県災害・被災地社協等復興支援ボランティアセンター 022-266-3952
福島県災害ボランティアセンター 024-522-6540
全国社会福祉協議会のホームページ  http://www.saigaivc.com/ 
にて、各市町村の災害ボランティアセンター設置状況が確認できます。「VC設置

状況」をご覧ください。各センターへの連絡先をリンクにてご覧いただけます。

「ボランティア団体を名乗って近づいてくるヤミ金や悪質な業者もいます! 
くれぐれもご注意ください!!
P14、P15の「怪しい業者が訪問してくる」もご参照ください。

たとえばNPOでは
、いままでこんな

“ちょっとしたこと
”をお手伝いしてき

ました。

あなたを
サポート
します

ただし !
ご注意
を !

特にコレという
事ではないんだけど、
漠然とした不安が
あって相談したい

相談はしたいけど
専門家や役所の敷居は
高くて、出かける
気にならない

最近、誰とも
話をしていない
（話を聞いてほしい）

ちょっとした
ことだが、誰か
手伝ってほしい

お問い合わせ先
ボランティアさんからのメッセージ
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●仮設住宅暮らしのこれから

建築工事の完了から最長で2年3カ月とされている仮設住宅への入居期間につ
いて、県などの判断で、1年ごとに延長できるようになっています。
※各市町村では、順次準備をしてご案内しています。

仮設住宅の入居期間について

みなさまが、極力二重債務をかかえなくて済むように、
今後、公営住宅（県営住宅や市町村営住宅）をご用意します

● 公営住宅の供給を強力に後押しします。県・市町村による用地取得や建設
費用、既存住宅の買い取り費用に関して、国が支援します。

● 入居者の収入などに応じた低廉な家賃で入居していただけます。
● 公営住宅に一旦入居された後に、新たに住宅を購入される場合も、下記の支
援を受けることができます。

「新しく購入される住宅のローン」に関し、
以下の支援をおこないます

● 「災害復興住宅融資（住宅金融支援機構）」

・ 金利引下げ（建設・購入の場合、当初5年間0％など）

・ 元金据置期間の延長（最長5年間）

・ 申込期間の延長（平成27年度末まで）

住宅金融支援機構（災害専用ダイヤル）　 
0120-086-353 ※無料 （月～日 9:00～17:00 祝日除く） 

新たなお住まいの確保を支援しています

政府は自治体がおこなう高齢者や障害者などの介護サービスなどを確保する
ため、総合相談、デイサービス、生活支援サービスや地域交流などを提供する
「サポート拠点」を仮設住宅に設置したり、バリアフリー化された福祉仮設住宅
の設置を支援していきます。

介護サポート拠点が整備されます

住宅ローンの負担を軽減します

● 住宅金融支援機構の住宅ローンを利用されている方に対しては、既存のロー
ンの払込みの猶予や返済期間の延長、払込猶予期間中の金利引下げなどを
おこないます。

・ 払込猶予期間および返済期間の延長（最大5年間猶予）

・ 払込猶予期間中の金利引下げ（最大で「１.5％引下げた金利または0.5％
のいずれか低い方」まで引下げ）

住宅金融支援機構（災害専用ダイヤル）　 
0120-086-353 ※無料 （月～日 9:00～ 17:00 祝日除く） 

● 住宅が滅失しても、住宅ローン控除を継続します。

住宅ローンをかかえたまま、ご自宅が被災された方

住まいのことを
ご案内いたします

お問い合わせ先

お問い合わせ先

仮設住宅のこれからのことや、被災者のみなさまのために
建設する公営住宅のこと、住宅ローンのことなど、
国の支援策をご案内いたします。
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●怪しい業者が訪問してくる

震災被害者を助けるため、「書類不要で融資する」といった「ヤミ金」と思われる業
者からの勧誘などについて、相談が寄せられています。国や都道府県の貸金業登
録を受けずに、貸金業をおこなっている「ヤミ金」からお金を借りると、金利が大
変高く借金が膨らみます。「ヤミ金」からは、絶対にお金を借りないでください。
ヤミ金からお金を借りている方、取り立ての電話があり困っている方は、お近く
の警察、または警察総合相談電話にご相談ください。

悪質商法やヤミ金に、お気をつけください

お近くの警察または警察総合相談電話 ♯9110 ※携帯電話からもご利用いただけます。
ヤミ金についてのお問い合わせ先

お近くの警察または警察総合相談電話
♯9110 ※携帯電話からもご利用いただけます。

消費者ホットライン 0570-064-370 
※地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口にご案内いたします。
※IP電話・PHSからはご利用いただけません。

悪質商法についてのお問い合わせ先

震災や原子力発電所事故に乗じた悪質商法にご注意ください。
● 復興事業への投資をかたった社債や未公開株式の販売
● 放射性物質の除去効果をうたう浄水器の販売
● 行政からの全額補助をかたった太陽光発電システムの高額取付
● 被災した屋根の修理や住宅設備の点検と称して高額の修理点検代を請求する
● 当面の生活費を借りるために返済保証金を入金したが貸し出しがおこなわれない
● 震災関連の電子メールをクリックすると有料サイトに誘導される
● ボランティアを名乗ってセールスなどを持ちかける
● 宗教勧誘を名目として悪質商法をおこなう
など、さまざまな手口があります。「怪しい」と思ったらすぐに契約をせずに下
記までご相談ください。

悪質な商法が横行しています

警察や消費者窓口には、たくさんの悪質商法の被害情報が
寄せられています。仮設住宅にお住まいのみなさまを
狙った悪どい手口に十分お気をつけください。

借金問題などでお悩みの方は、お近くの自治体・財務局に設置しております相談窓口に
ぜひご相談ください。債務の整理や生活再建のためのセーフティネット制度などの活用
を含めた総合的な相談をお受けします。

● 相談先：お近くの自治体・財務局の窓口
 関東財務局相談窓口 048-600-1113（月～金 9：00～12：00・13：00～17：00）
 東北財務局金融監督第三課 022-266-5703（月～金 9：00～17：45）
 消費者ホットライン 0570-064-370
 ※地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口にご案内いたします。
 ※IP電話・PHSからはご利用いただけません。

〈法律についての相談はこちらでご案内します〉

 法テラス・コールセンター（月～金 9：00～21：00、土曜 9：00～17：00）
 0570-078374 ※IP電話・PHSからは03-6745-5600

総務省では、被災者のみなさまからの「どのような支援策があるのか知りたい」「どこに相談
したらよいかわからない」などの各種相談をお受けしております。

 0570-090110（全国共通番号）（平日8：30～ 17：15）
 ※夜間、土日及び祝日は留守番電話対応となります。
 　なお、当分の間は、以下のフリーダイヤルでも受け付けております。

 東北管区（宮城県） 0120-511-556 ※無料
 岩手事務所 0120-711-815 ※無料
 福島事務所 0120-815-681 ※無料

お問い合わせ先

ヤミ金にご注意ください


